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日本 の文化政策 と国際交 流:2002年

日韓宮 中音楽交流演奏会 を通 して

寺 内 直 子

は じめ に

2002年6月 、サ ッカーのワール ド・カップ大会が日韓両国の共催で行われ

たことにちなみ、両国間ではスポーツのみならず、芸術、文化などさまざま

な分野で、交流が行われた。その一っとして、去 る5月 に日本 と韓国の雅楽

の交流演奏会が東京、大阪、ソウル、プサンを会場に行われた。 口本の宮廷

音楽が韓国で演奏されたのはこれが初めてである。筆者は、幸運なことに5

月の公演の大部分の行程に参加することができた。

本稿では、この催 しの実施の経緯と内容にっいて報告 し、 日本の伝統文化

政策 と文化交流 という観点からその意義と問題点について考える。

1.事 業 の概要

事業の正式名称は 「日韓宮中音楽交流演奏会」で、2002年 日韓国民交流

年記念事業の一環 として企画された。主催は、韓国国立国楽院、韓国国際交

流財団、国立劇場(日 本芸術文化振興会)、 国際交流基金である。両国の伝

統音楽の一っである 「雅楽」(注1)を、東京、大阪、 ソウル、プサンの4都 市

において、同じ舞台上で演奏することにより、同 じルーッをもちなが ら歴史

の変遷とともに独自に展開 してきたそれぞれの音楽の共通点と相違点を知り、

相互交流 と理解を深めることが、事業の目的である。

演奏者は、 日本側は宮内庁式部職楽部、韓国側は韓国国立国楽院である。

この他、東京 とソウルでは演奏会に先立ち レクチ ャー ・デモンス トレーヨン

が行われ、 日韓の雅楽の楽器法、美学、儀式との関わ りなどが実演をまじえ

ながら説明された。今回は演奏者や レクチャー ・デモンス トレーションの講

師のほか、財団の関係者、劇場スタッフも含め、日本側は約50名 、韓国側は
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約130名 の人 員 が 相 互 に 相 手 国 を訪 問 した 。 日本 か ら韓 国 に 渡 航 した参 加 者

の 内 訳 は、 宮 内 庁 楽 部 の楽 師(23名)と 事 務 職 員(3名)、 レク チ ャー ・デ

モ ンス トレー シ ョ ン講 師(2名)、 装 束 着 付 け(4名)(tli2)、 太 鼓 組 立(4

名)(注3)、国 際 交 流 基 金(3名)、 国立 劇 場 関 係者(10名)で あ る。

予 算 と して は、 日本 側 の 負 担 は 日本 で の公 演 に 関 わ る諸 経 費 と、韓 国側 の

日本 で の 滞 在 費 、 日本 人 の 韓 国 渡 航 費 で あ る。 韓 国側 の負 担 は、 韓 国 で の 公

演 に関 わ る諸経 費 と、 日本 人 の韓 国 で の滞 在 費 、 韓 国人 の渡 航 費 で あ る。

2.内 容

2-1.公 演 ス ケ ジ ュー ル と会 場

公 演 の ス ケ ジ ュ ー ル は以 下 の通 りで あ る。

2002年5月

6日(月)韓 国 公 演 団 来 日

7日(火)18:30～ レク チ ャー ・デ モ ンス トレ ー シ ョン

(国 立 劇 場 小 劇 場 、594名 収 容)

8日(水)18:30～ 東 京 公 演(Aプ ロ)(国 立 劇 場 大 劇 場 、1616名 収

容)

9日(木)18:30～ 東 京 公 演(Bプ ロ)(国 立 劇 場 大 劇 場)

12日(日)14:00～ 大 阪 公 演(Aプ ロ)(国 立 文楽 劇 場)(753名 収 容)

13日(月)14:00～ 大 阪公 演(Bプ ロ)(国 立 文 楽 劇 場)

14日(火)韓 国 公 演 団 帰 国

21日(火)日 本 公 演 団 訪 韓

22日(水)16:00～ レク チ ャー ・デ モ ンス トレー シ ョ ン

(国立 国 楽 院牛 眠 堂 、600名 収 容)

23日(木)19:30～ ソ ウ ル 公 演(Bプ ロ)(国 立 国 楽 院 礼 楽 堂 、800

名 収 容)

24日(金)19:30～ ソ ウル 公 演(Aプ ロ)(国 立 国 楽 院 礼 楽 堂)

27日(月)19:30～ プ サ ン公 演(Bプ ロ)(釜 山 文 化 会 館 大 講 堂 、
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1608名 収 容)

28日(火)19:30～ プ サ ン公 演(Aプ ロ)(釜 山文 化 会 館 大講 堂)

29日(水)日 本 公 演 団 帰 国

1都 市 に お い て 公 演 は2日 ず っ 行 い、 そ れ ぞ れ別 の プ ロ グ ラム(AとB)

を 用 意 した。 ま た、A、Bそ れ ぞ れ にっ き、 必 ず 日本 と韓 国 と両 方 の演 目 が

盛 り込 まれ た(後 述)。

2-2.レ ク チ ャー ・デ モ ン ス トレー シ ョン

本 事 業 で は、 演 奏 会 に先 立 ち、 日韓 の雅 楽 の楽 器 法 、 美 学 、 儀 式 との 関 わ

りな どが レクチ ャー ・デモ ンス トレー シ ョンで 解説 され た。東 京 での レクチ ャー

・デ モ ンス ト レー シ ョ ンの パ ネ リス トは、 日本 か ら徳 丸 吉 彦(お 茶 の水 女 子

大学 教 授 ・当 時)、 東 儀 兼 彦(宮 内庁 楽部 首席 楽 長)、 吉 野 裕 子(陰 陽五 行 研

究 家)、 寺 内 直 子(筆 者)、 韓 国 か ら権 五 聖(漢 陽大 学 教 授)、 黄 圭 男(国 立

国 楽 院 正 楽 団 芸 術 監 督)の 各 氏 で あ っ た。 徳 丸 氏 の 司会 で、 一 部 、 宮 内庁 と

国楽 院 の 楽 師 の 実 演 を 交 え 、 日韓 の宮 廷 音 楽 の楽 器 法 、 美 学 、 演 奏 の場 な ど

にっ いて 解説 が行 わ れ た。 ソ ウ ルで のパ ネ リス トは、 韓 国 か ら権 五 聖 、 黄 圭

男 、 韓 明 煕(ソ ウル 市 立 大 学 校 教 授)、 ハ ・ル ミ(舞 踊 家)、 日本 か ら徳 丸 吉

彦 の 各 氏 と寺 内 で あ っ た。 権 氏 の司 会 で 進 行 した。 パ ネ リス トの選 定 と レク

チ ャ ー ・デモ ンス ト レー シ ョ ンの内 容 は、 そ れ ぞ れ の 司会 者 の裁 量 に任 さ れ

た。 今 回 は東 京 と ソ ウ ルで パ ネ ル の 内容 が か な り異 な った が、 無 理 に 同 じ内

容 に 統一 しな か った こ とで 、 か え って 、 それ ぞ れ のパ ネ ル が の び の び と した

雰 囲 気 で 盛 り上 が った よ う に感 じ られ た。

な お、 日本 、韓 国 と も に レク チ ャー ・デ モ ンス トレー シ ョ ンに は 同時 通 訳

が っ い た 。

2-3.演 奏会

プログラムは、 日韓双方の劇場、演奏関係者が基本案を作 り、それに監修
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の徳丸氏がコメントを述べるという手順で固められた。曲目は以下の通 りで

ある。

プログラムA

日本 舞楽 左舞〈陵王〉、右舞 〈納曽利〉〈狛棒〉

韓国 宴礼楽〈寿斉天〉、呈才(舞 踊)〈佳人勇牧丹〉、宴礼楽〈洛陽春〉

宴礼楽〈水龍吟〉、宗廟祭礼楽〈貧幣煕文〉〈永観〉

プログラムB

韓国 文廟祭礼楽〈黄鐘宮〉〈姑洗宮〉〈南呂宮〉、宴礼楽〈上霊山〉〈清声曲〉

呈才(舞踊)〈処容舞〉、宴礼楽(歌 曲)〈太平歌〉、宴礼楽く上霊山〉

日本 く東遊〉、管絃く平調音取〉、催馬楽く更衣〉、管絃く越殿楽〉

朗詠〈嘉辰〉、管絃〈陪臆〉

いずれも、日韓双方の一般の聴衆を対象 としたため、各ジャンルか らバラ

ンスをとり、それぞれの特徴をよく表す楽曲が選ばれた。たとえば、日本の

プログラムでは、 日本固有系の演 目か らく東遊〉、外来系 としては舞楽〈陵

王〉〈納曽利〉〈狛棒〉と管絃〈越殿楽〉とく陪腫〉、歌 ものからは催馬楽〈更衣〉と

朗詠〈嘉辰〉というように、現在の雅楽で伝承 されている三っの異なるジャン

ルか ら代表的な楽曲が選ばれている。また、「日韓交流」 ということで、外

来系の演目には朝鮮半島にちなんだ〈納曽利〉〈狛梓>2曲 が選曲された。

3.今 回 の 演 奏 会 の 特 徴

本 事 業 の特 徴 は第 一 に双 務 的(bilateral)で あ る点 に あ る。 ワ ール ドカ ッ

プ サ ッカ ー にっ いて もど ち らか 一 方 に偏 らな い よ う に さ まざ ま点 で バ イ ラ テ

ラ ル な工 夫 が な され たが 、 そ れ は本 事 業 に つ い て も同 じで あ る。 まず 、 予 算

面 にお いて は、 す で に述 べ た よ うに、 日本 国 内 の費 用 は 日本 側 の 負担 、 韓 国

国 内 分 は韓 国側 の負 担 とい う具 合 に分 担 した。 また、 プ ログ ラ ム にお い て も、

一 日の演 奏 会 で 必 ず 日韓 両 方 の音 楽 を組 み込 ん だ。 この こ と に よ って 、 日韓
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双方の観客は一っの演奏会で同時に両方の音楽を聴 くことができる。また、

演奏者についても、韓国国立国楽院と宮内庁楽部という、それぞれの国にお

ける伝統音楽の最高権威の演奏団体が参加 していることも意義深い。

本事業のもう一っの特徴は、演奏会に先立ち、レクチャー ・デモンス トレー

ションによる事前解説が付帯 していたことである。 このことにより、観客は

音楽そのものだけでなく、楽器の特徴、儀式との関係、背景 となる思想や美

学など、宮廷音楽を取り巻くさまざまな情報を得ることができた。レクチャー・

デモンス トレーションは東京とソウルで行われたが、その内容はバイラテラ

ルに日本 と韓国それぞれの議長の裁量にゆだねられた。

今回は計4都 市で8回 にわたり演奏会が開催された。はじめはメンタル面

で少々互いにぎこちなさが感 じられたが、演奏会の回を重ねるごとに双方の

親密 さが増 していった。また、ある宮内庁の楽師さんは、韓国側の演奏は当

初硬 く聞こえたが、次第に柔 らか くなっていった、 と感想を漏 らしていた。

演奏面においても、無意識の レベルで人間関係の親密さと互いの音楽の影響

が反映されてくるのかもしれない。

4.伝 統音 楽の保 存 と活性化 に関わ る機関 の現状 と問題点

さて、ここで少 し、本事業で実際に演奏を担 った日本の宮内庁式部職楽部

と韓国の国立国楽院について紹介 しておく。双方 とも伝統音楽を担う国家機

関としてもっとも重要であることに相違はないが、その機構、機能、伝承内

容はじっはかなり異なる。

まず、宮内庁楽部は直接的には明治3(1870)年 に編成 された雅楽局を祖

とする(注4)。現在の定員 は25名。宮中の皇室行事、国の行事などで、雅楽 と

西洋音楽を演奏する。雅楽にっいては、一人の楽師が担当する専門は、龍笛、

篁藁、笙の管楽器か ら一っ、琵琶、箏の絃楽器から一っ、打楽器はすべて、

加えて、舞(左 舞か右舞)と 歌謡である。明治以前 は、これらの専門は家ご

とに分担されていた。

あまり知 られていないが、楽部の人々は西洋音楽も演奏しなければならな
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い。これは、明治初期に西洋音楽を国家の政策 として導入 した時に、まっさ

きにその教習を命 じられたのが雅楽の楽人たちであった、 という歴史的経緯

に由来する。楽部のオーケス トラは日本最古のオーケス トラである。宮内庁

の方のお話によると、現在、日本と外交関係を結ぶ国が増え、外国からの賓

客が頻繁に来日するにつれ、諸行事で雅楽を演奏する機会より、西洋管弦楽

を演奏する機会の方が多い、ということである。

25名 という定員で雅楽の舞楽を演 じ、またオーケス トラを演奏するのは、

たいへんハードである。まったく異なる音楽をどちらも高い水準で伝承する

ことは、ひ じょうに難 しい。加えて、物理的な点でも、装束の着替えや編成

を変えるには、25人 という人数はある意味でぎりぎりである。一人でも体調

を崩 して欠けると、演奏に支障をきたす。

楽師は、行事のない普段の時は、楽部の庁舎内で後身の指導にあたってい

る。楽部の楽師になるためには、通常、中学校卒業後、宮内庁の 「楽生」 と

なり、7年 間の修業を積んだのち、22歳 前後で楽師となり、行事で演奏す る

ようになる。楽師には、このように教育の義務 も課せ られている。

一方、韓国国立国楽院は1951年 、旧李王職雅楽部(注5)出身者を中心 として

設立された。は じめは、いわゆる宮廷音楽をそのレパー トリーの中心 として

いたが、パ ンソリ、シナウィ、サムルノリなど民俗音楽も伝承するようになっ

た。現在、宮廷音楽の楽器、歌謡などを担う正楽演奏団76名 、民俗音楽を担

う民俗演奏団44名 、舞踊団43名 か らな り、それぞれ専門に分かれ、伝承を担

当 している(注6)。宮内庁楽部のように一人の楽師が歌、舞、楽器 と複数の専

門を兼担することはないが、正楽演奏団は創作国楽(オ ーケス トラ)の 演奏

にも携わっている。今回の公演は、宮廷音楽に従事する60名 の音楽家が参加

した。国楽院には、若手の教育育成の機能はおかず、演奏家としての技術の

向上に専念 している(注了)。

国楽院はまた国楽に関する研究を行う部門として研究部を持ち、10名 の研

究者が所属 している。 この他、院長1名 、事務職員(管 理課、掌楽課、舞台

課、振興課)74名 がいる。 これらを総合 して、国楽院は、伝統音楽の保存 ・
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伝承、新国楽の創作、学術的研究、さらに演奏会や出版物(音 盤を含む)に

よる一般への国楽の普及(注8)、および国際交流を行 っている。 イメージとし

ては、 日本の宮内庁楽部(お よびそれ以外の伝統音楽の演奏団体)、 国立劇

場、国立文化財研究所(芸 能部)〔注9)を統合 したような機関と言えるかもし

れない。

このように、今回の演奏会に参加 した日韓の演奏団体は、実は、その規模、

機能においてかなり異なる。かつて、作曲家の故 ・柴田南雄が、大宝律令当

時の雅楽寮の定員と当時の人口の比率を計算 し、それを現在の人口に当ては

めると、宮内庁楽部 は7,000人 の定員となることを試算 した。総合大学の規

模である。もちろん、大学でさえ芸術に特化 した国立大学でこの規模のもの

はない。また、宮中等の儀式での演奏だけにその機能を限定すれば、確かに

7,000人 は必要ない。 しかし、前述 した通 り、演奏、教習、着付け、楽器の

梱包、運搬など裏方作業諸般、さらに西洋音楽の演奏は、やはり25名では重

すぎる負担であろう。特に、最近の、西洋音楽の方が演奏機会が多い、とい

う現実は、雅楽の伝承と将来にとって一抹の不安材料である。たとえば、西

洋音楽をエキス トラの外注にして、雅楽により専念できる状況 は作れないも

のか。そのことによって、芸術的な質の一層の向上が望めるであろうし、ま

た、広 く一般向けの雅楽普及の機会と時間も増えるのではないか。外部者の

身勝手な願望かもしれないが、雅楽の一ファンとしてはそう望 まずにはいら

れない。

5.文 化交流 にお ける今後の展望

国際化が進むにつれて、さまざまな範囲とレベルにおいて文化交流が進ん

でいる。ここで最後に、今回の交流事業をふまえて、伝統文化に関する国際

交流 と、日韓 に限定 した文化交流の今後の展望 と期待にっいて述べてこの小

考を閉 じる。

今回、予算面で大部分を負担 したのは、主催者の一つ国際交流基金である。

国際交流基金は、日本の伝統文化紹介のために演奏者等を派遣する支援を行っ
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て い る。 ま た逆 に、 日本 文化 を研 究 す る ため に来 日す る外 国人 を 支援 す る フ ェ

ロ ー シ ップ の 制度 もあ る。 この よ う な交 流 で 重 要 な の は、 物 やパ フォ ー マ ン

ス そ れ 自体 の 紹 介 や 交 流 と と も に、 人 の交 流 で あ る。 っ ま り、 文 化 そ れ 自体

と と も にそ れ を生 み 出 す 人 間 の 交 流 が 重 要 で あ る。 そ して そ れ を行 政 が支 援

す る こ と はひ じ ょ う に重 要 で あ る。

今 回 の 公 演 で は、 演 奏 者 、 劇 場 関 係 者 、 学 者 が 双 方 に行 き来 したが 、 そ の

三 者 間 お よ び 、 日韓 の 間 で の 交 流 は確 実 に促 進 され た。 す で に、 次 の企 画 を

望 む 声 もあ が って い る。 今 後 の 交 流 と して 考 え られ る の は、 次 の よ うな もの

で あ る。 今 回 は宮 廷 音 楽 に焦 点 が 絞 られ たが 、 今 後 は、 そ の他 の伝 統 的民 俗

舞 踊 、 歌 謡、 音 楽 な どの ジ ャ ンル で の 交 流 が あ げ られ る。 ま た、 交 流 の形 式

につ い て は、 今 回 は レクチ ャ ー ・デ モ ンス トレー シ ョン と演 奏 会 とい う形 式

で あ った が 、 レクチ ャ ーの 部 分 を 学 術 的 に拡 大 し シ ンポ ジ ウム に す る こ と も

可 能 で あ る し、 実 技 の 部 分 に 「教 習 」 の要 素 を入 れ る と ワー ク シ ョップ とい

う形 態 にす る こ と もで き る。

サ ッカ ー大 会 は終 わ り、 お 祭 り騒 ぎ は済 ん だ。 今 回 の交 流 演 奏 会 も成 功 裏

に終 わ った が 、 一 過 性 の 企 画 とせ ず 、 これ を き っか け に 日韓 の芸 術 文 化 交 流

を 継 続 的 、 発 展 的 に続 けて い くこ とが 私 た ち の義 務 で あ ろ う。

注1

注2

注3

注4

日本で は 「がが く」 と発音 し、韓国で は 「アア ク」 と発音す る。 日本 には、

中国唐代 の雅楽 が伝 わ り、平安時代 を通 じて、現在の様式の基 礎が築 かれた。

韓国に は中国宋代 の雅楽 が伝わ り、李氏朝鮮 時代 を通 じて現在 の様式 に整 え

られた。

日本の雅楽の上演 に際 し、 プ ログラム進行上、一 度に短時間で多人数が装 束

を着替え るため、着付 けの要員が必要 と判断 された。

今回の韓国公演 では舞楽 に用 いる大太鼓(だ だい こ)を 日本か ら輸送 した。

その組み立てのために太鼓職人 も渡韓 した。

その淵源 は、701年 に大宝律令で設置 され た雅楽寮 にある。 しか し、9世 紀 中

ごろにすで に雅楽寮 は形骸化 し、代わ って、衛府 の官人が音楽 を担 うよ うに

な った。衛府 の官人 は次第 にその職掌 を世襲化 した。た とえば、多(お おの)
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注5

注6

注7

注8

注9

家 は、神楽歌 と右 舞、 豊原家 は笙、 とい う具 合であ る。現在宮 内庁 の楽 師の

約半数が、 こう した世襲的楽家 の出身 である。戦前 の楽部 は一 時、定員 が50

人 ほどの こともあ ったが、漸次削減 された。

日本 の植民地時代 に、 李氏朝鮮時代 の宮廷 音楽家 によって設立 された楽団。

1913～1945ま で活動。1945～1951ま で は旧皇宮 雅楽部 と して活動(「 日韓宮

中音楽交流演奏会」 プ ログ ラムよ り)。

国立 国楽 院編 「建院1400年 開院50年 国立国楽 院史』(ソ ウル:国 立 国楽

院)よ り。 植村 幸生氏の翻訳、 ご教示 。以下、国楽院 に関す るデー タは出典

同 じ。

国楽院 によ ると、若手 の演奏家 の育成 は、高校や大学 の レベルで行 われ る。

韓 国では、 高等学校の レベルですでに全国で20ほ どの国楽科 が設置 されてお

り、 そ こで教育を受 けた若手音 楽家 が国楽院の オーデ ィションを受 ける。応

募者 は毎年700人 に ものぼ るが、 その うち合格 して国楽 院の演奏者 になれ る

のは1人 か2人 とい うことであ る。

2001年 か らは国楽専用のFM放 送局を国楽院 内に開設。電波による普及 も行 っ

てい る。(「 日韓宮 中音楽交流演奏会」 プログラムよ り)。

現在 は独立 行政 法人。


